
 

甲府市法定外公共物占用料の新旧対照表 

甲府市法定外公共物管理条例 別表（第9条関係） 

区分 単位 改正後(R7.4.1から) 改正前(R7.3.31まで) 

物置、倉庫、小屋、橋梁その他これら

に類する工作物 

占用面積１平

方メートルに

つき１年 

１３０円 １２０円 

道路、階段、物置場その他これらに類

するもので工作物を設置しないもの 

９０円 ８０円 

柱類 第１種電柱 １本につき１

年 

８００円 ６６０円 

第２種電柱 １，２００円 １，０００円 

第３種電柱 １，７００円 １，４００円 

第１種電話柱 ７１０円 ５９０円 

第２種電話柱 １，１００円 ９５０円 

第３種電話柱 １，６００円 １，３００円 

その他のもの ７１円 ５９円 

共架電線その他上空に設ける線類 長さ１メート

ルにつき１年 

７円 ６円 

地下電線その他地下に設ける線類 ４円 ４円 

広告塔 表示面積１平

方メートルに

つき１年 

４，８００円 ３，８００円 

管類 外径が０．０７メートル未満

のもの 

長さ１メート

ルにつき１年 

３０円 ２５円 

外径が０．０７メートル以上

０．１メートル未満のもの 

４３円 ３５円 

外径が０．１メートル以上０．

１５メートル未満のもの 

６４円 ５３円 

外径が０．１５メートル以上

０．２メートル未満のもの 

８６円 ７１円 

外径が０．２メートル以上０．

３メートル未満のもの 

１３０円 １１０円 

外径が０．３メートル以上０．

４メートル未満のもの 

１７０円 １４０円 

外径が０．４メートル以上０．

７メートル未満のもの 

３００円 ２５０円 

外径が０．７メートル以上１

メートル未満のもの 

４３０円 ３５０円 

外径が１メートル以上のもの ８６０円 ７１０円 

水田、畑、桑畑、果樹園、牧草地又は

採草地 

農業委員会が定めた小作料の標準額を基準として市長

が定める額 

その他のもの 市長が定める額 
 

  


